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生活費の相談（給付・貸付制度等） 

世帯に子どもがいる 

ひとり親世帯 

市児童家庭課 

児童手当 

（P１２） 

児童扶養

手当（P１３） 

特別児童

扶養手当 

（P１４） 

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
（ 

宮
古
島
市
児
童
家
庭
課
） 

生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度
（ 

宮
古
島
市
社
会
福
祉
協
議
会
） 

ハイ 

イイエ 

世帯に重度の障害

者がいる。 

市障がい福祉課 

障害児福祉手当 

（P１５） 

特別障害者手当 

（P１５） 

農地中間管理事業 

（P２９） 

市農政課 

農地を所有している 

住む家がある 家賃の滞納がある 

市福祉政策課 

住居確保給付金 

（P５５） 

一時生活支援事業 

（P５５） 

ハイ 

イイエ 

注）各種制度は、いずれも活用の可能性がある制

度となっております。 

詳細は担当部署へご確認を宜しくお願いします。 

２０歳以上 
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医療費の相談（助成等制度） 

島外病院への交通

費負担が大きい 
難病・がん患者等 

不妊治療 

こどもの医療費 未熟児 

本人・家族の障害に

関する医療費負担 

本人・家族に精神

疾患の診断又は疑

い有り 

ひとり親世帯 

難病・がん患者等

に係る航空運賃 

一部助成（P２７） 

不妊治療等に係る

航空運賃一部助成 

（P２７） 

未熟児養育医療 

（P１６） 

こども医療費助成 

（P２１） 

重度心身障害者

（児）医療費助成 

（P２１） 

本人又は家族が身

体障害を有している 

自立支援医療 

（育成医療） 

（P１９） 

自立支援医療 

（更生医療） 

（P２０） 

身体障害者手帳が

１級または２級 

本人又は家族が療

育手帳を有している 

療育手帳の等級が

Ａ１又はＡ２ 

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
（ 

宮
古
島
市
児
童
家
庭
課
） 

生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度
（ 

宮
古
島
市
社
会
福
祉
協
議
会
） 

ハイ 

イイエ 

市健康増進課 

市児童家庭課 

市障がい福祉課 

ハイ 

イイエ 

１８歳以上 

自立支援医療 

（精神通院医療） 

（P１８） 

） 

注）各種制度は、いずれも活用の可能性がある制

度となっております。 

詳細は担当部署へご確認を宜しくお願いします。 

※
未
熟
児
養
育
医
療
自
己
負
担
分

は
こ
ど
も
医
療
費
助
成
で
対
応 
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 就学相談（援助等制度） 
ハイ 

イイエ 

母
子
父
子
寡
婦
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資
金
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宮
古
島
市
児
童
家
庭
課
） 

生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度
（ 

宮
古
島
市
社
会
福
祉
協
議
会
） 

児童・生徒の学費の支払い

が困難、又は滞納がある 

高校卒業後の学費

が不足している 
ひとり親家庭 

就学援助制度 

（P２８） 

市学校教育課 

児童・生徒の通塾費

用が不足している 

その他、就学に関す

る費用の相談 
ひとり親家庭 

子供の貧困対策事業 

 

    (P５７) 

市福祉政策課 

子どもの学習支援事業 

 

（P５６） 

市福祉政策課 

注）各種制度は、いずれも活用の可能性がある制

度となっております。 

詳細は担当部署へご確認を宜しくお願いします。 

ハイ 

イイエ 
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就労相談（給付及び支援制度） 

現在、就職中だが 

収入が少ない 

年齢は６０～６５歳で

ある。 

就職しているが 

休職中である 
育児に関する休暇 

介護に関する休暇 

就職に向けた活動

をしている。又は考

えている 

資格取得を 

検討している 

高年齢雇用継続給付 

（雇用継続給付） 

（P２２） 

育児休業給付 

（雇用継続給付） 

（P２３） 

ハローワーク宮古 

介護休業給付 

（雇用継続給付） 

（P２３） 

求職者支援制度 

（P２６） 

ハローワークでの 

就職活動 

教育訓練給付 

（P２４～２５） 

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
（ 

宮
古
島
市
児
童
家
庭
課
） 

生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度
（ 

宮
古
島
市
社
会
福
祉
協
議
会
） 

ハイ 

イイエ 

ハローワーク宮古 

障害手帳を所持して

いる。又は、障害の診

断を受けている 

障害福祉サービス 

（訓練等給付） 

市障がい福祉課 

ハイ 

イイエ 

注）各種制度は、いずれも活用の可能性がある

制度となっております。 

詳細は担当部署へご確認を宜しくお願いしま

す。 
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身寄りの無い者の相談（相談窓口） 

６５歳以上 

障害手帳を所持、

又は何らかの障害

がある 

１８歳未満の子 

妊産婦等の女性で

ある 

寝泊まりする場所

が無い 

その他の困り事が

ある 

高齢者支援課 

地域包括支援センター 

障がい福祉課 

児童家庭課 

家庭児童相談室 

児童家庭課 

女性相談室 

福祉政策課 

地域福祉係 

福祉政策課 

地域福祉係 

ハイ 

イイエ ※入り口となる相談窓口 
必要に応じた連携 
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名 称 生活福祉資金 

目 的 

低所得者、障害者、又は高齢者に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行う事により、

その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安

定した生活を送れる様にすることを目的とする。 

対 象 

（１）低所得世帯 

資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世

帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯（市町村民税非課税程度）。  

 

（２）障害者世帯 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者（現に障害者総合

支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます。）の属

する世帯。  

 

（３）高齢者世帯 

65 歳以上の高齢者の属する世帯（日常生活上療養または介護を要する高齢者等）。 

内 容 

（１）総合支援資金 

 失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支

援（就労支援、家計指導等）と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことによ

り自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金 

（２）福祉資金 

 低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、経費として貸し付ける資金 

  ①福祉費（13 種類） 

   日常生活を送る上で又は自立生活に資するために一時的に必要であると 

   見込まれる費用 

  ②緊急小口資金 

   緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用 

  ③教育支援資金（２種類） 

   低所得世帯に対し貸し付ける資金 

  ④不動産担保型生活資金（２種類） 

  ⑤臨時特例つなぎ資金    

窓 口 宮古島市社会福祉協議会 ＴＥＬ：０９８０－７２－３１９３ 

手続き 

 

 

 

 

 

２ 貸付 

２.結果通知 

本
人
・
保
護
者 

申
請
準
備 

１.連絡又は 

来所 初
回
相
談 

該
当
有
無
の
判
断 

県
社
協
に
て
審
査

会
議 

貸付決定 

不可 
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名 称 母子父子寡婦福祉資金貸付金 

目 的 

母子父子寡婦福祉資金貸付金は、ひとり家庭の父母等が、就労や児童の就学などで資金が

必要となったときに、都道府県、指定都市又は中核市から貸付けを受けられる資金で、ひ

とり家庭の父母の経済的自立を支援するとともに生活意欲を促進し、その扶養している

児童の福祉を増進することを目的としています。 

対 象 

（１）母子家庭の母又はその児童（20 歳未満）  

（２）父子家庭の父又はその児童（20 歳未満）  

（３）寡婦（かつて母子家庭の母として児童を扶養していたことのある方） 

（４）40 歳以上の配偶者のいない女子（母子家庭の母及び寡婦を除く。）  

（５）父母のいない児童 

内 容 

（１）事業開始資金 … 事業を開始するのに必要な設備、什器、機械等の購入資金 

（２）事業継続資金 … 現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等を 

            購入する運転資金 

（３）修学資金 … 高校、大学、高専、又は専修学校に就学させるための授業料、 

          書籍代、交通費等に必要な資金 

（４）技能習得資金 … 自ら事業を開始し又は会社等に就職するために必要な知識 

            技能を習得するために必要な資金 

（５）修業資金 … 事業を開始し又は就職するために必要な知識技能を習得するため

に必要な資金 

（６）就職支度資金 … 就職するために直接必要な被服、履物等及び通勤用自動車 

            等を購入する資金 

（７）医療介護資金 … 医療又は介護を受けるために必要な資金 

（８）生活資金 … 失業中の生活を安定・継続するのに必要な生活補給資金 

（９）住宅資金 … 住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築す 

          るのに必要な資金 

（１０）転宅資金 … 住宅を移転するため住宅の賃借に際し必要な資金 

（１１）就学支度資金 … 就学、修業するために必要な被服等の購入に必要な資金 

（１２）結婚資金 … 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦が扶養する 20 歳以上の子 

           の婚姻に際し必要な資金 

窓 口 宮古島市児童家庭課 ＴＥＬ：０９８０－７３－１９６６ 

手続き 

 

詳細は児童家庭課までお問い合わせください。 
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名 称 児童手当 

目 的 
・家庭等における生活の安定に寄与する。 

・次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する 

対 象 中学校卒業まで（15 歳の誕生日後の最初の３月 31 日まで）の児童を養育している方 

内 容 

３歳の誕生日月まで … 一律 15,000 円 

３歳の誕生日翌月から小学校修了前（第１、２子） … 10,000 円 

３歳の誕生日翌月から小学校修了前（第３子以降） … 15,000 円 

中学生 … 一律 10,000 円 

※「第３子以降」とは、高校卒業まで（18 歳の誕生日後の最初の 3 月 31 日まで）の 

養育している児童のうち、3 番目以降をいいます。 

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は月額一律 5,000 円 

窓 口 宮古島市児童家庭課 ＴＥＬ：０９８０－７３－１９６６ 

手続き 

 

詳細は児童家庭課までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 手当 
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名 称 児童扶養手当 

目 的 
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭（ひとり

親家庭等）の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図る。 

対 象 

下記のいずれかに該当する児童の、母、父又は養育者が監護等している場合に支給されま

す。 

（１）父母が婚姻を解消した児童 

（２）父又は母が死亡した児童 

（３）父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童 

（４）父又は母の生死が明らかでない児童 

（５）父又は母が１年以上遺棄している児童 

（６）父又は母が裁判所からの DV 保護命令を受けた子ども 

（７）父又は母が法令により引き続き１年以上拘禁されている児童 

（８）婚姻によらないで生まれた子ども 

（９）その他（１）～（８）に該当するか明らかでない児童 

内 容 

子どもが１人の場合 … 全部支給 42,290 円 

            一部支給 42,280 円～9,980 円（所得に応じて決定） 

子ども２人目の加算額 … 全部支給 9,990 円 

             一部支給 9,980 円～5,000 円（所得に応じて決定） 

子ども３人目以降の加算額（１人につき） 

           … 全部支給 5,990 円 

             一部支給 5,980 円～3,000 円（所得に応じて決定） 

窓 口 宮古島市児童家庭課 ＴＥＬ：０９８０－７３－１９６６ 

手続き 

 

詳細は児童家庭課までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

                                      



 

- 14 - 

 

 

名 称 特別児童扶養手当 

目 的 
20 歳未満の身体や精神に障害がある児童を養育する父母又は養育者に対し、児童の福祉

を増進を図る事を目的とする。 

対 象 
20 歳未満で、法令に定める程度の障害の状態（１級又は２級）にある児童を養育する父

母又は養育者 

内 容 

【支給額】 

１級該当の児童１人 … 月額 51,450 円 

２級該当の児童１人 … 月額 34,270 円 

 

※受給者、もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるとき

は手当は支給されません。 

 

【支給月】 

年３回（4 月、8 月、11 月）で、支払い月の前月までの分（通常 4 ヶ月分）が支給され

ます。 

窓 口 宮古島市児童家庭課 ＴＥＬ：０９８０－７３－１９６６ 

手続き 

 

詳細は児童家庭課までお問い合わせください。 
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名 称 障害児福祉手当 

目 的 

精神又は身体に著しい障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする障害児に対

して、重度の障害により特に必要となる負担の軽減の一助として、手当を支給することに

より障害児の福祉の向上を図ることを目的とする。 

対 象 
精神又は身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とす

る状態にある在宅の 20 歳未満の者 

内 容 

【支給月額】14,５８０円（変更あり） 

 

【支給月】 

年４回（２月、５月、８月、11 月に）、それぞれの支払月前月３ヶ月分が支給。 

 

【所得制限】 

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上であるときは手当

は支給されません。 

窓 口 宮古島市障がい福祉課 ＴＥＬ：０９８０－７３－１９７５ 

手続き 詳細は障がい福祉課までお問い合わせください。 

 

 

名 称 特別障害者手当 

目 的 

精神又は身体に著しい障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする特別障害者

に対して、重度の障害により特に必要となる負担の軽減の一助として手当を支給するこ

とにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。 

対 象 
精神又は身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とす

る状態にある在宅の 20 歳以上の者。 

内 容 

【支給額】 

月額 26,810 円 （変更あり） 

【支給月】 

年４回（２月、５月、８月、11 月に）、それぞれの支払月の前月 3 ヶ月分が支給されま

す。 

【所得制限】 

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上であるときは、手

当は支給されません。 

窓 口 宮古島市障がい福祉課 ＴＥＬ：０９８０－７３－１９７５ 

手続き 詳細は障がい福祉課までお問い合わせください。 
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名 称 未熟児養育医療給付 

目 的 
医療を必要とする未熟児に対して、養育に必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健

康管理と健全な育成を図る事を目的とする。 

対 象 

母子保健法第６条第６項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたも

のとする。なお、法第６条第６項の「諸機能を得るに至っていないもの」とは、下記のい

ずれかの症状等を有している場合をいう。 

（１）出生時体重が 2,000 グラム以下のもの 

（２）生活能力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの 

  ①一般状態 

   ア 運動不安、けいれんがあるもの  イ 運動が異常に少ないもの 

  ②体温が摂氏３４度以下のもの 

  ③呼吸器、循環器系 

   ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの 

   イ 呼吸数が毎分５０を越えて増加の傾向にあるか、又は毎分３０以下のもの 

   ウ 出血傾向の強いもの 

  ④消化器系 

   ア 生後２４時間以上排便のないもの 

   イ 生後４８時間以上嘔吐が持続しているもの 

   ウ 血性吐物、血便のあるもの 

  ⑤黄疸  （生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの） 

内 容 

現物給付による事を原則とし、やむを得ない事情がある場合のみ現物給付にかえて、その

費用を支給する事が出来る。 

【給付の種類】※所得に応じて自己負担が生じる事がある。 

（１）診察 

（２）薬剤又は治療材料の支給 

（３）医学的処置、手術及びその他の治療 

（４）病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 

（５）移送 

窓 口 宮古島市健康増進課 ＴＥＬ：０９８０－７３－１９７８ 

手続き 

 

 

 

 

 

 

４ 医療費関係 

１.養育医療意見書 

４.医療券 

２.申請 

３.決定通知（医療券） 

保
護
者 

指
定
医
療
機
関 

市
役
所 
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名 称 宮古島市母子及び父子家庭等医療費助成 

目 的 
母子及び父子家庭等に対し、医療費の一部を助成することにより、母子家庭等の生活の安

定と自立を支援し、もって母子家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。 

対 象 

市の区域内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であって、医療保険各法の

規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。 

（１）母子家庭の母と児童 

（２）父子家庭の父と児童 

（３）養育者が養育する父母のいない児童 

 

対象としない者 

（１）生活保護を受けている者 

（２）里親に委託されている者 

（３）宮古島市こども医療費助成事業の対象となる者 

（４）重度心身障害者医療費助成事業の対象となる者 

（５）児童福祉施設等に入所している者 

（６）公費負担の医療費及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療

費を受けられる者 

 

※所得額によっては対象とならない事があります。 

内 容 

保健医療機関等における療養に要する費用の額から、保健給付、他法負担、一部負担金及

び保険者が給付する付加給付を控除した額を助成する。 

ただし、通院については、1 人１ヶ月につき１医療機関ごとに（薬局調剤は、各医療機関

の分と合算）に、1,000 円を超えた額を助成します。 

窓 口 宮古島市児童家庭課 ＴＥＬ：０９８０－７３－１９６６ 

手続き 

 

詳細は児童家庭課までお問い合わせください。 
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名 称 自立支援医療（精神通院医療） 

目 的 
精神疾患（てんかんを含む）で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通

院のための医療費の自己負担を軽減する。 

対 象 

①統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害 

②３年以上の精神医療の経験を有する医師により、精神障害のための計画的・集中的な通

院医療を継続的に要すると診断された者として、認定を受けた者。 

内 容 

医療保険の３割の自己負担を原則１割負担とし、残り２割を給付します。保護者の所得に

応じて、自己負担限度額が定められています。 

ただし、沖縄県の場合は復帰特別措置により、自己負担分の１割も公費で負担します。 

  窓 口 宮古島市障がい福祉課 ＴＥＬ：０９８０－７３－１９７５ 

手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本
人
・
保
護
者 

医
師 

市
役
所 

宮
古
保
健
所 

沖
縄
県
総
合
精
神 

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー 

2.診断書交付 

1.受診 

８.受給者証 

交付 

３.申請 

７.受給者証 

送付 

４.進達 

６.決定 

５.送付 
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名 称 自立支援医療（育成医療） 

目 的 

身体に障害のある児童、または放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童

に対し、生活能力を得るために指定医療機関において行われる医療で医療費の一部を公

費で負担します。 

対 象 

（１）18 歳未満であること 

（２）治療前の申請であること。 

（３）医療保険加入者、生活保護受給者（未申告の者は対象外） 

 ※（１）、（２）に該当する場合であっても世帯の所得により対象とならないことがあり

ます。 

 ※保護者と住所が異なる場合は保護者の居住地の市町村で申請します。 

対象となる 

障害区域 

障害区分 治療区分 

肢体不自由 手術、補装具治療等 

視覚障害 手術、未熟児綱膜症の光凝固治療等 

聴覚・平衡機能障害 手術 

音声・言語・そしゃく機能障

害 

手術、歯科矯正等 

心臓機能障害 心臓手術、（心臓移植術後の抗免疫療法含む） 

腎臓機能障害 透析療法、腎移植（腎移植後の抗免疫療法含む） 

小腸機能障害 手術（中心静脈栄養療法含む） 

肝臓機能障害 心臓手術、（肝臓移植術後の抗免疫療法含む） 

その他内臓機能障害 手術 

免疫機能障害 HIV 感染に対する治療 

※育成医療意見書の障害の状況や医療内容、治療見込みの有無を審査し給付の適否を判

定します 

窓 口 宮古島市障がい福祉課 ＴＥＬ：０９８０－７３－１９７５ 

手続き 
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６.決定通知 

3.申請 

５.判定結果 

4.判定依頼 
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2.意見書 

1.受診 
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名 称 自立支援医療（更生医療） 

目 的 

身体障害者の障害を軽減し、日常生活能力、社会生活活動または職業能力を回復・改善さ

せる事を目的として、指定医療機関で行われる医療で、医療費の一部を公費で負担しま

す。 

対 象 

（１）18 歳以上で身体障害者手帳を受けていること。 

（２）治療前の申請であること。 

（３）医療保険加入者、生活保護受給者（未申告の者は対象外） 

※（１）、（２）に該当する場合であっても世帯の所得により対象とならないことがありま

す。 

対象となる 

障害区分 

障害区分 治療法（手術等の名称） 

肢体不自由 間接固定術、関節形成術、人工関節置換術 等 

視覚障害 水晶体摘出手術、角膜移植術、網膜剥離手術 等 

聴覚・平衡機能 

障害 

外耳道形成術、鼓膜形成術、人工内耳埋め込み術 等 

音声・言語・そしゃ

く機能障害 

口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療 等 

心臓機能障害 弁形成術、ペースメーカ植込み術、弁置換術 等 

じん臓機能障害 人工透析療法、じん臓移植術、等 

肝臓機能障害 肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法 

小腸機能障害 中心静脈栄養法 

免疫機能障害 抗体ＨＩＶ療法、免疫調整療法 等 

※更生医療意見書の障害の状況や医療内容、治療見込みの有無を審査し給付の適否を判

定します。 

窓 口 宮古島市障がい福祉課 ＴＥＬ：０９８０－７３－１９７５ 

手続き 
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名 称 重度心身障害者（児）医療費助成 

目 的 
重度心身障害者（児）に対し、医療費の一部を助成する事により、保健の向上に寄与し、

もって重度心身障害者（児）の福祉の増進を図る事を目的とする。 

対 象 
（１）身体障害者 … 身体障害者手帳の等級が１級または２級のもの 

（２）知的障害者 … 療育手帳の等級が A1 または A2 のもの 

内 容 

下記に掲げる経費から医療保険各法の規定による高額療養費及び付加給付を控除した額 

（１）医療費の一部負担金の額。ただし入院時の食事費については、その一部負担金の 2

分の 1 の額 

窓 口 宮古島市障がい福祉課 ＴＥＬ：０９８０－７３－１９７５ 

手続き 

 

詳細は障がい福祉課までお問い合わせ下さい。 

 

 

名 称 宮古島市こども医療費助成 

目 的 
こどもの健康保持のため医療費の一部を助成することにより、その保健の向上を図り、次

代の社会を担うこどもの健全な育成を図ることを目的とする 

対 象 

【助成対象者】 

（１）宮古島市に住所を有している者 

（２）健康保険に加入している者 

（３）生活保護法による生活保護を受けていない者 

（４）交通事故等により第三者からの賠償の対象になっていない者 

（５）他の条例等に基づき医療費の助成を受けていない者 

【助成対象年齢】 

（１）通院 … ０歳から未就学児（６歳に達した日以後の最初の３月 31 日）まで 

（２）入院 … ０歳から中学校卒業（15 歳に達した日以後の最初の３月 31 日）まで 

内 容 

入院および通院における医療費等について、「宮古島市こども医療費助成金受給資格者

証」を医療機関窓口で提示することにより、健康保険適用分の自己負担額を支払うことな

く、医療を受けられます。（ただし、入院など医療費が高額になる場合は。「限度額認定証」

の提示が必要です。また、県外受診は市役所窓口での申請となります。） 

窓 口 宮古島市児童家庭課 ＴＥＬ：０９８０－７３－１９６６ 

手続き 

 

詳細は児童家庭課までお問い合わせ下さい。 
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名 称 雇用継続給付（高年齢雇用継続給付） 

目 的 
高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65 歳までの雇用の継続を援助、促進することを目

的とする。 

対 象 

（１）高年齢雇用継続基本給付金 

  被保険者であった期間が通算して５年以上ある被保険者で、60 歳到達後も継続し 

  て雇用され、60 歳以後の各月に支払われる賃金が原則として 60 歳到達時点の賃 

  金月額の 75％未満である方 

（２）高年齢再就職給付金 

  再就職後（60 歳以後）の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額

を 30 倍した額の 75％未満となった方の内、以下の３つの要件を満たした方。 

   ①基本手当についての算定基礎期間が５年以上あること 

   ②再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が 100 日以上あること 

   ③安定した就職に就くことにより被保険者となったこと 

内 容 

【給付金早見表】 

 60 歳到達時の賃金月額と比較した支給対象月に支払われた賃金額の低下率に応じた支

給率を、支給対象月に支払われた賃金額に乗ずることで給付金の支給額が分かります。 

低下率 支給率 低下率 支給率 

75.00％以上 0.00％ 68.00％ 6.73％ 

74.50％ 0.44％ 67.50％ 7.26％ 

74.00％ 0.88％ 67.00％ 7.80％ 

73.50％ 1.33％ 66.50％ 8.35％ 

73.00％ 1.79％ 66.00％ 8.91％ 

72.50＆ 2.25％ 65.50％ 9.48％ 

72.00％ 2.72％ 65.00％ 10.05％ 

71.50％ 3.20％ 64.50％ 10.64％ 

71.00％ 3.68％ 64.00％ 11.23％ 

70.50％ 4.17％ 63.50％ 11.84％ 

70.00％ 4.67％ 63.00％ 12.45％ 

69.50％ 5.17％ 62.50％ 13.07％ 

69.00％ 5.68％ 62.00％ 13.70％ 

68.50％ 6.20％ 61.50％ 14.35％ 

  61.00％以下 15.00 
 

窓 口 ハローワーク宮古 ＴＥＬ：０９８０－７２－３３２９ 

手続き 

 

詳細はハローワーク宮古までお問い合わせ下さい。 

 

 

５ 給付関係 
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名 称 雇用継続給付（育児休業給付） 

目 的 
・育児休業の取得を容易にする 

・育児休業後の職場復帰を支援 

対 象 

被保険者が１歳（一定の場合は１歳 2 ヶ月。さらに支給対象期間の延長に該当する場合

は１歳６ヶ月又は２歳）未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始

前の２年間に賃金支払い基礎日数 11 日以上ある月が 12 ヶ月以上あれば、受給資格の確

認を受ける事が出来る。 

その上で、育児休業給付金は下記の要件を満たす場合に支給されます。 

（１）育児休業期間中の各 1 ヶ月ごとに、休業開始前の 1 ヶ月当たりの賃金の８割以 

   上の賃金が支払われていない 

（２）就業している日数が各支給単位期間（1 ヶ月ごとの期間）ごとに 10 日（１０日を

超える場合にあっては就学している時間が８０時間）以下であること 

内 容 

原則として 

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67％（ただし、育児休業の開始時から 6 ヶ月

経過後は 50％） 

窓 口 ハローワーク宮古 ＴＥＬ：０９８０－７２－３３２９ 

手続き 詳細はハローワーク宮古までお問い合わせ下さい 

 

 

名 称 雇用継続給付（介護休業給付） 

目 的 
介護を理由に退職する人が多く、給付金を支給することで当該を理由とした退職を防止

する。 

対 象 

家族を介護するための休業をした場合に介護休業開始日前に２年間に、賃金支払い基礎

日数が 11 日以上ある月が 12 ヶ月以上ある方が支給の対象となります。 

その上で、介護休業給付金は下記の要件を満たす場合に支給されます。 

（１）介護休業期間中の各 1 ヶ月ごとに休業開始前の 1 ヶ月当たりの賃金の 8 割以上 

    の賃金が支払われていないこと 

（２）就業している日数が各支給単位期間（1 ヶ月ごとの期間）ごとに 10 日以下であ 

   ること 

内 容 
原則として、 

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67％ 

窓 口 ハローワーク宮古 ＴＥＬ：０９８０－７２－３３２９ 

手続き 詳細はハローワーク宮古までお問い合わせ下さい 
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名 称 教育訓練給付（一般教育訓練給付） 

目 的 

【教育訓練給付とは】 

・労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する訓練講座を受講し修

了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付

制度。 

 

【一般教育訓練給付】 

働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目

的とする。 

対 象 

（１）受講開始日現在で、雇用保険の被保険者であった期間（支給要件期間）が３年以上 

   あること 

 ※当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については被保険者であ

った期間（支給要件期間）が１年以上あれば可。 

（２）受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始

日までが１年以内であること 

（３）前回の教育訓練給付金受給から３年以上経過していること 

内 容 
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の 20％に相当する額。ただし、その額が 10 万円

を超える場合は 10 万円とし、４千円を超えない場合は支給されません。 

窓 口 ハローワーク宮古 ＴＥＬ：０９８０－７２－３３２９ 

手続き 

 

詳細はハローワーク宮古までお問い合わせ下さい。 
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名 称 教育訓練給付（専門実践教育訓練給付） 

目 的 

【教育訓練給付とは】 

・労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する訓練講座を受講し修

了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付

制度。 

【専門実践教育訓練給付】 

（１）教育訓練給付金 

  働く人の主体的で、中期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進 

  を図ることを目的とする。 

（２）教育訓練支援給付金 

  教育訓練給付金を受ける方の内、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講している 

  など、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援 

  するため、雇用保険の基本手当の半額に相当する額をハローワークから支給 

対 象 

（１）教育訓練給付金 

  ①受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間（支給要件期間）が 10 年以上 

   あること 

   ※当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、支給要件 

    期間が２年以上あれば可 

  ②受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日以 

   降、受講開始日までが１年以内であり、かつ支給要件期間が１０年以上あること

（２）教育訓練支援給付金 

  ①専門実践パンフレット P７参照 

内 容 

（１）教育訓練給付金 

  ①専門実践教育訓練の受講中 … 受講者が支払った教育訓練経費 × 40％ 

   ※ただし、４千円を超える場合。 

   ※上限額は、訓練期間が 1 年 → 32 万、２年 → 64 万、３年 → 96 万 

  ②専門実践教育訓練の終了後 … 受講者が支払った教育訓練経費 × 60％ 

   ※資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から１年以内に一般被保険者として 

    雇用された場合 

   ※ただし、４千円を超える場合。 

   ※上限額は、訓練期間が１年 → 48 万、２年 → 96 万、３年 → 144 万 

窓 口 ハローワーク宮古 ＴＥＬ：０９８０－７２－３３２９ 

手続き 

平成３０年１月１日以降に受講開始する専門実践教育訓練から教育訓練給付金の１.支給

率、２.上限額、３．支給対象者の要件が変わるとともに失業中の方のための４．教育訓

練支給給付金の支給額も拡充されます。詳しくはハローワーク宮古までお問い合わせ下

さい。 

 

 



 

- 26 - 

 

 

 

 

名 称 求職者支援制度 

目 的 
雇用保険を受給できない方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を実現す

るために、国が支援する制度。 

対 象 

下記の全ての要件を満たす「特定求職者」 

 ①ハローワークに求職の申込をしていること 

 ②雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと 

 ③労働の意思と能力があること 

 ④職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと 

内 容 

民間訓練機関が厚生労働大臣の認可を受けた職業訓練を実施します。（原則無料） 

（１）基礎コース 

  多くの職種に共通する基本的能力を習得する。 

 

（２）実践コース 

  基本的能力と特定の職種の職務に必要な実践的能力を一括して習得する。 

 

※訓練期間中も訓練終了後も、ハローワークが積極的に就職支援を行います。 

※一定要件を満たせば、訓練期間中月 10 万円の「職業訓練受講給付金」を支給します。 

窓 口 ハローワーク宮古 ＴＥＬ：０９８０－７２－３３２９ 

手続き 
求職者支援制度を利用する為には、ハローワークにて手続きを行う必要があります。 

詳細はハローワーク宮古までお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 就労関係 
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名 称 宮古島市難病・がん患者等に係る航空運賃の一部助成金交付 

目 的 
難病患者等に係る航空運賃の一部を助成することにより、本市以外での医療機関で通院

治療を余儀なくされている難病患者等の渡航に伴う経済的負担を軽減する。 

対 象 

宮古島市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録された者で、下記のいずれかに該当する者 

 （１）国及び県において実施されている特定疾患治療研究事業の対象者で、沖縄県 

    知事の発行する受給者証の交付を受けている者 

 （２）国及び県において実施されている小児慢性特定疾患治療研究事業の対象者で、 

    沖縄県知事の発行する受給者証の交付を受けている者 

 （３）悪性新生物疾患（がん）に罹患している者であり、かつ、本市以外での医療機関 

    での通院治療が必要と主治医が認めた者。ただし、治療終了後の定期検査は５年 

    を限度とする。 

 （４）上記に規定された者で、かつ、一人での通院が困難と判断される場合（18 歳 

     未満及び要介護認定者に限る）に、付き添いで同行する２親等以内の親族の 

    うち１名。 

内 容 
往復 13,000 円（片道当たり 6,500 円）を上限として助成。 

助成の回数は各年度２回までとする。 

 

 

名 称 宮古島市特定不妊治療に係る航空運賃の一部助成金交付 

目 的 

沖縄県が実施する特定不妊治療費助成事業を受ける者に係る航空運賃の一部を助成する

事により、本市以外での医療機関で治療を余儀なくされている特定不妊治療を受ける者

の渡航に伴う経済的負担を軽減する。 

対 象 
宮古島市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録された者で、沖縄県の発行する特定不妊治

療費助成事業承認決定書の交付を受けている者及びその配偶者とする。 

内 容 

沖縄県の指定する医療機関で受診する場合に限り、往復 13,000 円（片道当たり 6,500

円）を上限として航空運賃の一部を助成する。 

助成の回数は、夫婦で各年度３回までとする。 

窓 口 宮古島市健康増進課 ＴＥＬ：０９８０－７３－１９７８ 

手続き 

 

 

 

 

 

 

７ 渡航費関係 

本
人
ま
た
は
夫･

妻 

市
役
所 

後日、助成金本人通帳（振込） 

１.申請 

２.決定通知 



 

- 28 - 

 

 

 

 

名 称 就学援助制度 

目 的 
経済的理由によって就学困難と認められる児童、または、生徒の保護者に対し、就学に必

要な援助を行う事により、義務教育の円滑な実施を図る。 

対 象 

宮古島市内に住所を有する児童もしくは生徒の保護者、又は、宮古島市立の小学校もしく

は中学校に在学する児童もしくは生徒の保護者であって、下記のいずれかに該当する者 

（１）生活保護法に規定する要保護者 

（２）次のいずれかに該当し、前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると教育長 

   が認めたもの 

  ①世帯の収入が基準額未満の者 ※基準額＝宮古島市就学援助事務取扱要綱第５条 

  ②その他、就学援助を行う必要があると認める者 

内 容 

（１）学用品費 … 小学 1 年   → 年額 11,420 円 

（通学用品費含む） 小学２～６年 → 年額 13,650 円 

          中学１年   → 年額 22,320 円 

          中学２～３年 → 年額 24,550 円 

（２）校外活動費 … 小学５年  → 実費（限度額 3,620 円） 

  （宿泊を伴う）  中学１年  → 実費（限度額 6,100 円） 

（３）校外活動費 … 小学全学年 → 実費（限度額 1,570 円） 

           中学全学年 → 実費（限度額 2,270 円） 

（４）新入学児童生徒学用品費 … 小学１年 → 年額 40,600 円 

                 中学１年 → 年額 47,400 円 

（５）学校給食費 … 小学・中学全学年 → 実費 

（６）医療費 … 学校病で学校からの医療券で治療する者 → 実費 

 

※要保護者で、生活保護法第 13 条の規定により教育扶助を受けているものに対する就学

援助の費目は「（６）医療費」に限る者とする。 

窓 口 

宮古島市教育委員会学校教育課  

ＴＥＬ：０９８０－７７－４９４４ 

手続き 

〇初期認定（4 月１日付） 

・4 月に学校から配布される申請書及びその他必要書類を、指定された期日までに学校へ

提出。 

〇随時認定（上記以降） 

・学校若しくは宮古島市 HP 上、及び、教育委員会より申請書を受け取り、記入後、学校

へ提出。 

 

 

８ 就学費関係 
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名 称 農地中間管理事業 

目 的 
認定農業者、認定新規農業者などの地域の中心的担い手へ農地集積・集約化を図り、農地の

有効利用や農業経営の効率化を進める。 

対 象 農地の所有者 

内 容 

農地の貸付希望者（出し手）から、沖縄県農業振興公社が農地を借り受けし、農地の借受希

望者（受け手）へ農地を貸付します。 

【農地の出し手のメリット】 

①賃料の徴収・支払いは、沖縄県農業振興公社が責任を持って行います。 

②農地借入れ契約期間の満了時には、農地所有者に確実に返ってきます。 

③借り入れた農地は、借り手が見つかるまで、最長で 2 年間管理し、その間の出し手への賃

料は沖縄県農業振興公社が支払います。 

④出し手が農地中間管理機構へ、農地を 10 年以上貸し付けるなど一定の要件を満たせば、

賃借料とは別に「機構集積協力金」の交付を受けられる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

窓 口 宮古島市農政課農政係 ＴＥＬ：０９８０－７６－６８４０ 

手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 農地関係 

農地の

出し手 

沖縄県 

農業振興公社 

（農地中間管理機構） 

農地の

受け手 

借受け 貸付け 

賃借料 賃借料 

１.相談受付 
農
地
の
所
有
者 

市
役
所
農
政
課 
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 １．介護保険サービスの対象者等 

  （１）40 歳以上の人は、介護保険の被保険者となります。 

     ①65 歳以上の人＜第 1 号被保険者＞ 

     ②40~64 歳までの医療保険に加入している人＜第２号被保険者＞ 

 

  （２）介護保険のサービスを利用出来る人は下記の通りです。 

     （下記に該当する方でも、介護保険料等に納め忘れがある場合、その期間に応じて 

       サービス受給時に制限がかかる場合があります） 

①65 歳以上＜第 1 号被保険者＞ 

      寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態（要介護状態）になったり、家事や 

身支度等、日常生活に支援が必要な状態（要支援状態）になった場合。 

    

     ②40 歳～64 歳＜第 2 号被保険者＞ 

      初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気（※特定疾患）により、 

      要介護状態や要支援状態になった人。 

 

   ※特定疾病は下記の 16 種類です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 筋萎縮性側索硬化症 9 脳血管疾患 

2 後縦靱帯骨化症 10 
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変

性症及びパーキンソン病 

3 骨折を伴う骨粗鬆症 11 閉塞性動脈硬化症 

4 多系統萎縮症 12 慢性関節リウマチ 

5 初老期における認知症 13 慢性閉塞性肺疾患 

6 脊髄小脳変性症 14 脊髄管狭窄症 

7 
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び

糖尿病性網膜症 
15 

両側の膝関節または股関節に著しい変

形を伴う変形性関節症 

8 早老症 16 末期がん 

10 介護保険制度 
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２．介護保険サービスの体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

訪問系サービス 

通所系サービス 

短期滞在系サービス 

居住系サービス 

入所系サービス 

在宅 

施設 
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【お問い合わせ先】

◎地域包括支援センターひらら：75-0656（担当地区：平良市内）

（担当地区：下地・上野・城辺・伊良部）

◎地域包括支援センターみやこ：79-0811

❷
状況に応じた
申請

❸
状況に応じた
結果

❹
受けられる
サービス

　宮古島市介護保険サービス利用の流れ

要介護認定を受けていなくても「基本チェックリスト」により、「総合事業対象者」に判定された場合、より早く介護予防・日常生活支援サービス事
業の利用ができます。また、65歳以上の全ての高齢者やその支援者に対しても、一般介護予防事業の利用できます。

❶ 困りごと確認

介護予防・日常生活支援総合事業サービス

(総合事業と言われているサービスです）

介護保険 サービス

相談する
「地域包括支援センター」に相談

生活に不安がある

どんなサービスを利用したらよいか分からない 何らかの介護や支援が明らかに必要

基本チェックリスト記入
※チェックリスト記入からサービス利用までおおよそ2週間はかかり

ます。要介護認定申請より早期にサービスが受けられます

要介護認定申請
※申請からサービス利用まで、おおよそ1ヶ月

前後はかかります

非該当
※包括で対応

介護や支援を必要としない

要支援 要介護

介護予防や生活支援が必要

①一般介護予防事業

ワイドー教室

いきいき100歳体操

地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ活動支援事業

（専門職指導）など

②介護予防・日常生活支援サービス事業

（新しい総合事業）

訪問型サービス（ホームヘルプ）・通所型サービス（デイ）

訪問型・通所型サービスC など

※その他サービスは、現在調整中

②介護サービス

在宅や施設サービス、

地域密着型サービス、

など

①介護予防サービス

訪問看護・

福祉用具貸与・

通所ﾘﾊﾋﾞﾘなど

総合事業事業対象者として認定
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４．相談窓口 

 

NO. 名    称 連 絡 先 内    容 

1 
宮古島市高齢者支援課 

（市役所平良庁舎２階） 
TEL：0980-73-1964 

高齢者に関する総合相談業

務 
2 

地域包括支援センターひらら 

（担当地区：平良） 
TEL：0980-75-0656 

3 
地域包括支援センターみやこ 

（担当地区：下地、上野、城辺、伊良部） 
TEL：0980-79-0811 

 

５．介護保険サービス 

  

自宅で利用するサービス 

サービスの名称 対  象 サービス内容 

訪問介護 要介護１以上 〇身体介護 … 入浴、排泄、食事等の介護 

〇生活援助 … 掃除、選択、調理等の家事 

〇生活等に関する相談および助言 

〇その他の日常生活場の世話 

訪問看護 要介護１以上 〇主治医の指示に基づき、看護師等が利用者の居

宅を訪問し、健康チェック、療養上の世話または

必要な診療の補助を行うサービスです。 

 

訪問入浴介護 要介護１以上 〇自宅の浴槽での入浴が困難な方に対して、浴槽

を積んだ入浴車が利用者の居宅を訪問し、看護職

員や介護職員が入浴の介護を行うサービス 

 

訪問リハビリテーション 要介護１以上 〇主治医の指示に基づき理学療法士や作業療法士

等が利用者の居宅を訪問し、利用者の心身機能の

維持回復および日常生活の自立を助けるために理

学療法、作業療法その他必要なリハビリテーショ

ンを行うサービス 

居宅療養管理指導 要介護１以上 在宅で療養していて、通院が困難な利用者へ医師、

歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛

生士などが家庭を訪問し療養上の管理や指導、助

言等を行うサービス 
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自宅から通って利用するサービス 

サービスの名称 対  象 サービス内容 

通所介護（デイサービ

ス） 

要介護１以上 日中、老人デイサービスセンターなどに通ってもら

い、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や

生活機能訓練などを日帰りで提供するサービス 

地域密着型通所介護 要介護１以上 日中、利用定員 18 人以下の小規模の老人デイサービ

スセンターなどに通ってもらい、食事、入浴、その他

の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日

帰りで提供するサービス 

認知症対応型通所介護 認知症の症状が

ある要介護１以

上の認定を受け

た方 

〇食事、入浴、排せつの介護 

〇生活等に関する相談・助言 

〇健康管理 

〇機能訓練（リハビリテーション） 

短期入所療養介護 要介護１以上 〇介護老人保健施設や医療施設などに短期間入所 

 

〇医師や看護職員、理学療法士等による医療や機能

訓練、日常生活上の支援などを行うサービス 

通所リハビリテーション 

（デイケア） 

要介護１以上 〇身体機能 

関節拘縮の予防、筋力・体力の維持、褥瘡の予防、自

主トレーニングの指導 

 

〇日常生活 

歩行練習（屋内、屋外）、基本動作訓練（寝返り、起

き上がり、移乗動作など）、 

 

〇日常生活動作訓練（階段の昇降、入浴、トイレ動作

など） ほか 

小規模多機能型居宅介護 要介護１以上 通いを中心に訪問や宿泊を組み合わせたサービス 

 

〇食事、入浴、排せつの介護 

〇調理、洗濯、掃除等の家事 

〇生活等に関する相談・助言 

〇健康管理 

〇機能訓練（リハビリテーション） ほか 
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看護小規模多機能型 

居宅介護 

 

 

要介護１以上 

 

「小規模多機能型居宅介護」と「訪問看護」を組み合

わせて提供するサービス 

短期入所生活介護 要介護１以上 介護老人福祉施設などに短期間宿泊してもらい、自

宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能

の維持回復だけでなく、介護する家族の負担軽減な

どを図るサービス 

 

〇食事、入浴、排せつの介護 

〇機能訓練（リハビリテーション） ほか 

 

 

生活環境を整えるためのサービス 

サービスの名称 対  象 サービス内容 

福祉用具貸与 要介護１以上 日常生活に必要な福祉用具をレンタルするサービス 

 

〇車いす、特殊寝台、手すり、歩行器 など 

特定福祉用具販売 要介護１以上 日常生活に必要な福祉用具を販売するサービス 

 

〇腰掛便座、入浴補助用具 など 

住宅改修 要介護１以上 住み慣れた自宅で生活が続けられるように、住宅の

改修を行うサービス 

 

〇手すりの取り付け、段差の解消 など 
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生活の場を自宅から移して利用するサービス 

サービスの名称 対  象 サービス内容 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

常時介護が必要

で在宅生活が困

難な方（要介護３

以上の認定を受

けた方） 

「生活の場」と「手厚い介護サービス」を提供する施

設 

 

〇食事、入浴、排せつなど日常生活上の介護 

〇リハビリテーションなどの機能訓練 

〇健康チェックなど日常の健康管理 

〇相談援助、レクリエーション  など 

介護老人保健施設 要介護１以上 入所者に対してリハビリテーションなどの医療サービ

スを提供し、家庭への復帰を目指す施設 

 

〇理学療法士、作業療法士、看護師などによるリハビ

リテーション 

〇診察、投薬、検査などの医療ケア、看護 

〇食事、入浴、排せつなどの日常生活上の介護 

〇相談援助、レクリエーションなど 

介護療養型医療施設 要介護１以上 病状は安定していても自宅での療養生活は難しいとい

う方が入所して、必要な医療サービス、日常生活にお

ける介護、リハビリテーションなどを受けることがで

きます。 

特定施設入居者生活介護 要介護１以上 有料老人ホームなどの特定施設における入居者の日常

生活を支えるサービス 

 

〇食事、入浴、排せつの介護 
〇機能訓練（リハビリテーション） 

〇療養上の世話 ほか 

認知症対応型 

共同生活介護 

（認知症高齢者グループ

ホーム） 

要介護１以上 

（認知症の診断

がある方） 

認知症の高齢者が共同で生活する住居において、家庭

的な環境の下で、食事や入浴などの日常生活上の支援

や、機能訓練を行います。 
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介護予防のためのサービス 

サービスの名称 対  象 サービス内容 

訪問型サービス 要支援１～２ 

介護予防・生活支

援サービス事業

対象者 

ホームヘルパーやボランティアなどが居宅を訪問し、

利用者が自力では困難な行為について、サービス提供

します。 

 

〇入浴、排せつ、食事等の介護 

〇掃除、洗濯、調理等の家事 

〇生活等に関する相談及び助言 

〇その他の日常生活上の支援 

介護予防訪問入浴介護 要支援１～２ 自宅の浴槽での入浴が困難な方へのサービス 

〇全身浴、部分浴、清拭 

〇体温、血圧、脈拍等の測定 

〇更衣の介助 

介護予防訪問看護 要支援１～２ 主治医の指示に基づき、看護師等が利用者の居宅を訪

問し、健康チェック、療養上の世話または必要な診療

の補助を行うサービス 

介護予防訪問リハビリテ

ーション 

要支援１～２ 利用者の居宅でリハビリを行うサービス 

 

〇身体機能 

関節拘縮の予防、筋力・体力の維持、褥瘡の予防、自

主トレーニングの指導 

 

〇日常生活 

歩行練習（屋内、屋外）、基本動作訓練（寝返り、起き

上がり、移乗動作など）日常生活動作訓練（食事や更

衣、入浴、トイレ動作など） 

〇家族支援 

歩行練習（屋内、屋外での介助方法の検討、指導）、福

祉用具・自助具の提案、住宅改修に関する助言 

通所型サービス 要支援１～２ 

介護予防・生活支

援サービス事業

対象者 

日帰りで介護や生活機能訓練などを行うサービス 

〇食事、入浴、排せつの介助 

〇健康管理 

〇日常生活動作訓練 

〇レクリエーション ほか 
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介護予防認知症対応型 

通所介護 

要支援１～２ 

（認知症の診断

がある方） 

軽度の認知症の方に対するデイサービス 

 

〇食事、入浴、排せつの介護 

〇生活等に関する相談・助言 

〇健康管理 

〇機能訓練（リハビリテーション） ほか 

介護予防通 

リハビリテーション 

要支援１～２ 施設等において、日帰りでリハビリを行うサービス 

 

〇身体機能 

関節拘縮の予防、筋力・体力の維持、褥瘡の予防、自

主トレーニングの指導 

〇日常生活 

歩行練習（屋内、屋外）、基本動作訓練（寝返り、起き

上がり、移乗動作など）、日常生活動作訓練（階段の昇

降、入浴、トイレ動作など）ほか 

介護予防短期入所 

生活介護 

要支援１～２ 介護老人福祉施設等に短期間入所してもらい、介護す

る家族の負担軽減を図るサービス 

 

〇食事、入浴、排せつの介護 

〇機能訓練（リハビリテーション） ほか 

介護予防短期入所 

療養介護 

要支援１～２ 介護老人保健施設や医療施設等に短期間入所してもら

い、介護する家族の負担軽減を図るサービス 

〇医師、看護職員、理学療法士等からの医療や機能訓

練 

介護予防福祉用具貸与 要支援１～２ 日常生活や介護に役立つ福祉用具をレンタルするサー

ビス 

〇車いす、特殊寝台、手すり、歩行器 など 

特定介護予防 

福祉用具販売 

要支援１～２ 日常生活や介護に役立つ福祉用具を販売するサービス 

〇腰掛便座、入浴補助用具 など 
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介護予防住宅改修 要支援１～２ 住み慣れた自宅で生活が続けられるように、住宅の改

修を行うサービス 

〇手すりの取付、段差の解消 など 

介護予防小規模多機能型

居宅介護 

要支援１～２ 通いを中心に訪問や宿泊を組み合わせたサービス 

 

〇食事、入浴、排せつの介助 

〇調理、洗濯、掃除等の家事 

〇生活等に関する相談・助言 

〇健康管理 

〇機能訓練（リハビリテーション） ほか 

介護予防特定施設入居者

生活介護 

要支援１～２ 有料老人ホームなどの特定施設における入居者の日常

生活を支えるサービス 

 

〇食事、入浴、排せつの介護 

〇機能訓練（リハビリテーション） 

〇療養上の世話 ほか 

介護予防認知症対応型 

共同生活介護 

要支援２ 

（認知症の診断

がある方） 

※要支援１は使

えない 

認知症の高齢者が共同で生活する住居において、入浴、

排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能

訓練を行います。 

 

〇食事、入浴、排せつの介護 

〇機能訓練（リハビリテーション） ほか 
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６．宮古島市独自の事業 

 

生き生き教室 

内  容 

「介護予防」の考え方や知識の普及と啓発を目的として各地区でデイサービ

スを提供し、運動機能や栄養状態、口腔状態を改善・向上させ、うつ・認知

症や閉じこもり等を予防していきます。 

対  象 
〇65 歳以上で、ひきこもりがちな方 

（原則、介護サービスや予防サービス要支援・要介護認定を受けていない方） 

利用料等 〇１回４００円、月４回まで 

 

軽度生活援助事業 

内  容 

高齢者の方が介護保険サービスを利用せずに自立した生活が送れるよう、屋

内外の清掃や買い物、外出の付き添い、調理といった簡単な日常生活のお手

伝いをします。 

対  象 
〇65 歳以上の一人暮し 又は 

〇高齢者のみの世帯の方で、市民税非課税世帯の方。 

利用料等 〇１時間につき８０円（生活保護世帯は無料） 

    

食の自立支援事業 

内  容 
高齢者の自宅を訪問して、栄養のバランスのとれた献立のお弁当を提供しま

す。週３食以内、昼食として配達し、安否確認も行います。 

対  象 〇65 歳以上、食事作りが困難で、近隣に食事の提供をする者がいない方。 

利用料等 
週３食以内（月～金） 

１食あたり：非課税世帯 300 円、課税世帯 400 円 

 

ねたきり老人等日常生活用品給付事業 

内  容 
在宅で介護を受けている寝たきり・認知症の方に対し、おむつを原則として

月に 200 枚（板おむつの場合）宅配します。 

対  象 

〇65 歳以上 かつ 

〇おむつの使用が 6 ヶ月以上継続している方。 

※ただし、本人および本人と生計を一にする世帯が市民税非課税の場合に限

る。 

利用料等 無料 
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高齢者外出支援タクシー利用助成事業 

内  容 
目的を問わず高齢者が外出でタクシーを利用する場合に利用券を配布し料

金の一部を援助する。 

対  象 

65 歳以上の非課税世帯で、協力的な親族がいない要介護認定を受けていな

い方。 

※要支援 1・2 の方は利用できます。 

※移動支援事業を利用していないものは利用できる。 

利用料等 

年間を通し 36 枚から 72 枚までの範囲でタクシー利用券（初乗り分相当）を

配布。 

※利用券（チケット）を超えた料金は全額自己負担。 

 

高齢者見守り事業 

内  容 

65 歳以上の在宅の一人暮し老人等に訪問介護事業所連携の基、24 時間 365

日オペレーションセンター対応の通報体制により、定期巡回、随時対応サー

ビスにより、日常生活の安全の確保と不安の解消を図ります。 

対  象 
65 歳以上の虚弱な一人暮し。 

65 歳以上の高齢者のみ世帯で支援が必要な者 

利用料等 無料 

 

宮古島市長寿大学 

内  容 

高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちなひ

とり暮らしの高齢者に対し、仲間づくりの輪を広げるためのレクリエーショ

ンや各種教養講座等を提供することにより、社会的孤立感の解消及び自立生

活の助長を図ります。 

対  象 宮古島市に現に居住する比較的元気なおおむね 60 歳以上の者とする 

利用料等 無料 送迎１００円（往復） 

 

訪問理・美容サービス事業 

内  容 
理容院、又は美容院に出向くことが難しい高齢者に対し、出張理・美容サー

ビスを提供します。 

対  象 
おおむね 65 歳以上の寝たきり高齢者の方や、重度の身体上の障害のために

理容院、美容院へ出向くことが困難である方。 

利用料等 

原則として年に 6 回以内。 

出張・移動費（1 件 2,000 円）を宮古島市が負担し、理美容にかかる料金（カ

ット、パーマ、カラー、顔そりなど）は自己負担となります 
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老人日常生活用具給付等事業 

内  容 日常生活用具（老人用電話）の給付、貸与を行います。 

対  象 65 歳以上の寝たきり高齢者や、一人暮しの高齢者。 

利用料等 
工事費・回線使用料・電話機のリース料などは宮古島市が負担します。利用

者が負担するのは毎月の通話料のみです。 

 

生活管理指導短期宿泊事業 

内  容 

日常生活を営むのが難しい高齢者に対して、ショートステイサービスを提供

し、自立した生活の維持と要介護状態への進行予防を支援する事を目的とし

ています。 

対  象 
60 歳以上の高齢者のうち、要介護・要支援認定者以外の方で、基本的に生活

習慣が欠如していると認められる方。 

利用料等 

利用自己負担 1 日 380 円 および 送迎費 1 回 60 円 生活保護受給者は

無料。ただし、6 ヶ月間に 7 日以内です。 

 

(注)滞在に係る食費は全額自己負担です。 

 

介護慰労支給事業 

内  容 
在宅で要介護高齢者を介護している家族などに、年間 100,000 円を支給し

ます。 

対  象 

要介護 4 または 5 の高齢者を、介護保険のサービスを過去 1 年以上利用せず

に、在宅で介護している市民税非課税の家族等 

 

(注)過去 1 年間に 90 日以上の長期入院がないこと。 

 

 

通いの場事業 

内  容 

介護予防を目的に、地域の住民が主体的に集い活動することに助成する制度

です。ボランティアが開催しコミュニケーションをはかることで、介護予防

につながることを期待します。 

   （開催要件） ・市の育成講座を修了したボランティアが開催 

          ・高齢者３人以上が集うこと 

対  象 65 歳以上の者（無料） 
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ワイドー教室 

内  容 

体操や運動を学ぶことで介護予防を促し、社会参加や生きがいづくり促進し

ます。 

 ・看護師による健康状態の確認 

 ・転倒骨折予防体操及び運動 

対  象 65 歳以上の者（無料）、週１回程度 全 12 回 開校式４月～６月 
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  （１）障害者手帳 

身体障害者手帳 

概  要 

身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して、都道府県知事

等が交付する。障害の程度に応じて１級～７級までの手帳が交付されま

す。 

対  象 

〇視覚障害 〇聴覚・平衡機能障害 〇肢体不自由 

〇音声機能・言語機能・そしゃく機能障害 〇心臓機能障害 

〇じん臓機能障害 〇呼吸器機能障害 〇直腸・ぼうこう機能障害 

〇小腸機能障害 〇肝機能障害 

〇ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 

必要書類 〇交付申請書 〇写真 〇印鑑 〇指定医による身体障害診断書 

手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

療育手帳 

概  要 

知的障害者（児）が一過した療育・援助を受け、この手帳を見せる事によ

り様々な福祉施策を受けやすくする事を目的としたものです。 

障害の程度により、最重度（A1）・重度（A2）・中度（B1）・軽度（B2）の

４段階に区分されます。 

対  象 児童相談所・知的障害者更生相談所において知的障害と判定された方 

必要書類 〇交付申請書 〇調査書 〇写真 〇印鑑 

手続きの流れ 
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精神保健福祉手帳 

概  要 

精神に障がいを持つ方が、一定の障がいにあることを証明する手帳です。

障がいの程度により１級～３級が交付されます。手帳の有効期間は２年間

です。更新の手続きは有効期限の３ヶ月前から受け付けます。 

対  象 

精神障がいのために、日常生活または社会生活に不自由のある方。統合失

調症・躁うつ病・てんかん・中毒性精神病・認知症などの器質性精神病な

どの精神疾患が対象になります。初診日（はじめて病院にかかった日）か

ら６ヶ月以上たった日から申請できます。 

必要書類 

（１）診断書による提出 

  〇申請書 〇手帳申請用の診断書 〇写真（任意） 

 

（２）障害年金証書（精神）による提出 

  〇申請書 〇年金証書の写し 〇照会同意書  

  〇年金支払い通知書 〇写真 

 

（３）特別障害給付金受給資格証（精神）による提出 

  〇申請書 〇特別障害給付金受給資格証明書の写し 

  〇国庫金送金通知書 〇照会同意書 〇写真 

手続きの流れ 
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  （２）補装具と日常生活用具 

補装具 

概  要 

障がい者の身体機能を補完し、又、代替し、かつ、長期間にわたり継続し

て使用されるもの等。  

厚生労働省では下記の３つの条件を満たすものを補装具と定めています。 

(1)身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個

別に対応して設計・加工されたもの 

(2)身体に装着（装用）して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一

製品を継続して使用するもの 

(3)給付に際して専門的な知見（医師の判定書又は意見書）を要するもの 

対  象 
身体障害者手帳の交付を受けている方、又は難病をお持ちの方で判定で認

められた方 

必要書類 
〇申込書 〇身体障害者手帳 〇見積書 〇印鑑 〇意見書 

〇収入申込書および添付書類（収入が分かるもの） 

支給内容 

身体上の障がいを補う為の用具（補装具）を購入・修理に掛かる費用を給

付します。 

利用者の負担は、原則１割負担となります。 

但し、生活保護世帯及び市民税非課税世帯の場合は、利用者の負担費用は

ありません。 

手続きの流れ 
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日常生活用具 

概  要 

心身に障がいがある方の日常生活を容易にすることを目的とする用具で

す。 

厚生労働省では下記の３つの条件を満たすものを日常生活用具と定めて

います。 

(1)安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの 

(2)日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの 

(3)製作や改良、開発にあたって障がいに関する専門的な知識や技術を要

するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの 

対  象 
障がいの部位や等級など品目ごとに条件があります。詳細は宮古島市障が

い福祉課へお問い合わせ下さい 

必要書類 

〇障害者手帳等 〇見積書   

〇用具のカタログ（型番、定価記載のもの） 〇印鑑 

＊品目によっては医師の意見書が必要になる場合もあります。 

支給内容 

自己負担額は 原則 購入金額の１割となります。 

品目ごとに基準額が定められています。購入する用具の金額が基準額を超

える場合、差額分は全額自己負担となります。 

手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本
人
・
保
護
者 

業
者 

２.結果通知 

１.申請 

市
役
所 

３.給付券提出 



 

- 48 - 

 

  （３）介護給付、障害児通所給付 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 

ホームヘルパーが一緒に手伝います。 

 ・身体介護：着替えや入浴のお手伝い 

 ・家事援助：食事の用意や部屋の掃除 

 ・通院等乗降介助：通院のために、一緒に病院まで行きます。 

重度訪問介護 
重い肢体不自由があり、常に介護を必要とする方の家にホームヘルパ

ーを派遣し、身体介護や家事援助、外出の支援を行います。  

行動援護 
重い障がいにより外出が難しい方が外出する際に、危険を回避するた

め、ヘルパーが同行し必要な援護を行います。 

同行援護 

視覚障害をお持ちの方の外出時の移動、代筆や代読を含む視覚的情報

の支援排泄や食事等の介護その他、外出する際に必要となる援助が受

けられます。 

重度障害者等 

包括支援 

重い障がいにより常に介護を必要とする方に対し、居宅介護(ホームヘ

ルプ)などの複数のサービスをまとめて提供します。 

短期入所 

（ショートステイ） 

家族が病気になったときなどに、短期間、障がい者（児）が施設に泊ま

ることができます。 

療養介護 
医療や常に介護が必要な方に対し、医療機関で機能訓練や看護、介護を

行います。 

生活介護 
常に介護が必要な方が、主として昼間に介護を受けながら創作的活動

や授産活動に参加することができます。通所での利用も可能です。 

施設入所支援 施設に入所し、主として夜間に、介護を受けることができます。 

放課後等デイサービス 

（就学児） 

児童発達支援 

（未就学児） 

障がいがある子どもに対し、日常生活における基本的な動作の指導や

集団生活への適応訓練を行います。 
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 （４）訓練等給付 

自立訓練 

（生活訓練） 

障害のある方が、地域での生活で困らないように、自分で身の回りのこ

とをする訓練を、一定の期間、施設や自宅で受けることができます。 

就労移行支援 会社に就職するための訓練を、受けることができます。 

就労継続支援 

（A・B 型） 
会社以外の場所で、支援を受けながら働くことができます。 

共同生活援助 

（グループ-ホーム） 

障害のある方たちが、アパートや家で一緒に暮らします。 

世話人から、日常生活の手伝いをうけることができます 

・お金使い方の指導 ・食事の用意の練習など 

   

 

（５）地域相談支援給付 

地域移行支援 

精神科病棟や障害者支援施設等に長期入院（入所）している方で地域生

活への移行のために支援が必要と認められる方に対して、相談や体験

その他必要な支援を行います。 

地域定着支援 

単身等で生活することが困難な方で特に支援の必要な方に対し、常に

連絡が取れる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、必

要な支援を行います。 
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（６）地域生活支援事業 

相談支援事業 障がい者や保護者から障がい者福祉に関する相談を受けます。 

地域活動支援センター 

日中の活動の場の提供および、支援を行います。 

・生活上の相談 ・スポーツやレクリエーション ・創作活動 

・地域との交流  など 

日中一時支援 
障がい者等の家族の仕事で都合がつかないときや、家族の一時的な負

担軽減を図るために、障害者の日中における活動の場を提供します。 

移動支援事業 
ヘルパーが、外出する手伝いを行います。買い物や社会参加の為の外出

などに利用できます（通勤、定期通院には利用できません） 

成年後見制度利用支援

事業 

知的障がい者・精神障がい者が成年後見制度を利用することを支援し

ます。 

意思疎通支援事業 

聴覚や言語・音声機能などの障がいのため意思疎通を図ることに支障

がある方に対し意思疎通をサポートする手話通訳者・要約筆記者等の

派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ります。 

手話奉仕員 

養成研修事業 

手話で日常会話を行うに必要な手話表現・技術を取得した手話奉仕員

を養成し、手話奉仕員として登録し活動します。 

声の広報等の発行 
視覚障害者に対し音訳（文章をテープに吹き込む）により、広報紙を定

期的に提供します。 

文化・芸術活動振興 

障がい者などの文化芸術活動を振興するため、作品展、音楽会、映画祭

などの文化芸術活動の機会を提供すると共に、創作意欲を助長する為

の環境の設備や必要な支援を行います。 

スポーツ・レクリエー

ション教室開催 

レクリエ－ション活動を通じて、障がい者などの体力増進、交流、余

暇、スポーツに触れる機会を提供し、社会参加活動を行う為の環境設備

や支援を行います。 

自動車運転免許取得・ 

改造等事業 

自動車運転免許取得に要する費用および自ら所有し運転する自動車を

改造するために要する経費を助成し就労や社会復帰の促進を図ります 

住宅改修費助成事業 重度障がい者が段差解消など住環境の改善を行う場合に助成します 

日常生活用具 

給付等事業 

特殊寝台やストーマ用具といった日常生活を容易にするための用具

（日常生活用具）の支給等を行います。 

訪問入浴サービス 

自力または家族の介助のみでは入浴することのできない在宅の重度身

体障害者に対して、入浴設備を備えた車両により定期的に入浴サービ

スを提供します。 

入院時意思疎通 

支援事業 

意思疎通が困難で介護者がいない障がい者・障がい児が入院した場合

に、本人の意思を医療従事者等に伝える意思疎通支援員を派遣し、円滑

な医療行為が行えるよう支援します。 
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  （７）障害福祉サービス利用までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービスによっ

て、申請後の流

れが変わります 

調査・意向聴取 

支給決定 

事業所との契約 

サービス利用 

（暫定支給） 

＊無い場合も

あります 

障害支援区分 

決定 

審査会 

介護給付は 

支給決定まで２

ヶ月かかること

もあります 

          【相談】 

各相談支援事業所にご相談ください。（Ｐ47） 宮古島市役所 障がい

福祉課窓口に直接相談

も可能です。 

宮古島市では、1２ヶ所

の相談事業所（Ｐ52）

を指定し、サービス利

用計画の作成を行って

います。 

退院予定であれ

ば、入院中でも

申請できます 

地域生活 

支援事業 

訓練等給付 

地域相談支援 

宮古島市に利用申請 

介護 

給付 

サービスの見直し 

障害の程度や生活

環境が変ったとき、

また、更新時にはサ

ービスの見直しを

行います 

サービス等利用計画案の提出 

サービス等利用計画の作成 
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  （８）相談窓口 

沖縄県 

1 
宮古保健所 

TEL：0980-72-2420 

精神保健やアルコール、難病、エイズ、未熟児、感染症の相談

など 

宮古島市 

1 
基幹相談支援センター 

TEL：0980-73-1975 

社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等が総合的な相談（身体

障害・知的障害・精神障害・難病）及び成年後見制度等につい

ての相談業務を行います。 

2 
障害者虐待防止センター 

TEL：0980-73-1975 

市在住の障がい者（児）への虐待防止に関する業務について、

障害者虐待防止法に則して相談や支援訪問等を行っています。 

3 
支援室ゆい 

TEL：0980-73-1975 

市在住の発達障がい児（者）や発達過程において悩みを持つ保

護者や支援者らを対象に相談や支援、関係機関の紹介などを行

っています。 

相談支援事業所 一般相談 特定相談 連絡先 

1 ひらら 〇 〇 TEL：0980-72-6668 

2 チョコっと － 〇 TEL：0980-79-5187 

3 みやこ 〇 〇 TEL：0980-73-7770 

4 そうだんの窓口 － 〇 TEL：0980-79-5477 

5 てぃだ 〇 〇 TEL：0980-78-4608 

6 さぽーと － 〇 TEL：0980-74-3719 

7 くこりもや － 〇 TEL：0980-72-5665 

8 社協 － 〇 TEL：0980-72-4240 

9 おおしお － 〇 TEL：0980-72-7795 

10 わかば － 〇 TEL：0980-72-8403 

11 あけぼの ○ 〇 TEL：0980-79-0202 

12 ｆｉｔ － ○ TEL：0980-79-5115 

その他 

1 
宮古地域権利擁護センター 

TEL：0980-75-3955 
福祉サービス利用の援助や日常的金銭管理など 

２ 
成年後見支援センターみやこ 

TEL：0980-72-7515 

成年後見制度の利用に係る相談や、手続きの支援を行います。 

家庭裁判所の審判により、成年後見人として選任されることも

あります。 
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※「一般相談」 → 障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応 

             じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のた 

             めに必要な援助も行います。 

    「特定相談」 → サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、 

            障害者（児）の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメン 

            トによりきめ細かく支援するものです。 
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 １．対象者 

 

 

 

 

 

 

 ２．生活困窮者対策の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 生活困窮者自立支援制度 

生活困窮者とは「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」を

言う。 

社会保険制度 

労働保険制度 

生活保護制度 

第
１
の
ネ
ッ
ト 

第
２
の
ネ
ッ
ト 

第
３
の
ネ
ッ
ト 

生活保護制度の見直し及

び生活困窮者対策に総合

的に取り組む 

求職者支援制度 

（H23.10～） 生活困窮者対策 
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３．制度の内容 

名 称 自立相談支援事業（必須事業） 

対 象 

現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者 

＊ただし、経済的困窮に限らず複合的な課題を抱える生活困窮者がいわゆる「制度の狭

間」に陥らないよう、できる限り幅広く対応。 

目的及び 

内 容 

（１）生活困窮者の相談に応じ、適切にアセスメントを実施して一人ひとりの状態にあっ

たプランを作成し、必要な支援の提供につなげる。 

（２）関係機関とのネットワークづくりと地域に不足する社会資源の開発等に取り組む。 

 

名 称 住居確保給付金（必須事業） 

目 的 
離職等により住宅を失った又はそのおそれが高い生活困窮者であって、所得等が一定水

準以下の者に対して、有期で住居確保給付金を支給。 

対 象 
離職後２年以内の者及び 65 歳未満の者であって、現住居が喪失又は住居を喪失するおそ

れのある者 

内 容 
支給上限額：生活保護世帯を基準にした上限額 

支給期間：原則 3 ヶ月間（※状況に応じて延長可） 

 

名 称 一時生活支援事業（任意事業） 

目 的 
ホームレス等に対し、緊急一時的な宿泊場所を提供し、健康状態の悪化を防止する事等に

より自立を支援する。 

対 象 

一定の住居を持たない生活困窮者で、厚生労働省令で定める収入要件及び資産要件に該

当する者。または、緊急性等を勘案し都道府県等（福祉事務所設置自治体）が必要と認め

る者。 

内 容 
一定期間内に限り、宿泊場所の供与、食事の提供、衣類その他の日常生活を営むのに必要

となる物資を貸与または提供する。 
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名 称 子どもの学習支援事業（任意事業） 

目 的 
生活困窮者の自立促進のための生活困窮家庭での生活習慣及び養育相談、学習支援とい

った「貧困の連鎖」を防止する子どもの育成支援等を行う。 

対 象 

下記のいずれかに該当する世帯の子どもを対象とする。 

（１）厚生労働省令で定める要件に該当する者 

（２）生活保護法における被保護世帯 

（３）宮古島市において就学援助を受給している世帯 

（４）宮古島市において就学援助を受給出来る世帯と同程度の収入の世帯 

（５）児童扶養手当を受給している世帯 

（６）収入の状況や世帯状況等を行旅し、市長が支援が必要と認める世帯 

内 容 

（１）学習支援 

  高校受験の為の進学支援や、学校の勉強の復習、宿題の習慣づけ、学び直し 

（２）居場所の提供 

  日常生活習慣の形成、社会性の育成、子どもが安心して通える場所の提供 

（３）進路相談等 

  家庭訪問等による個別の進路相談、進学に必要な奨学金などの公的支援の情報提供 

（４）高校中退防止のための支援 

  家庭訪問等による個別相談の実施、学習支援の参加者のフォロー 

（５）親に対する養育支援 

  子どもの養育に必要な知識、進学に必要な公的支援の情報提供 

（６）その他貧困の連鎖の防止に資すると認められる支援 

窓 口 宮古島市福祉政策課 ＴＥＬ：０９８０－７３－１９８１ 

手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本
人
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福
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政
策
課 

１.相談 

２.聞き取り 

支援（可・否）決定 
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名 称 子供の居場所運営支援事業（任意事業） 

目 的 

生活困窮者が困窮している子育て世帯の子どもに対して、生活指導や軽食の提供、キャリ

ア形成教育を行うための居場所を提供し、意欲喚起や学習意欲の向上を図るとともに、自

己肯定感を高め将来的な自立を目的とした居場所型学習支援を推進することを目的とす

る 

対 象 

下記のいずれかに該当する世帯の子どもを対象とする。 

（１）生活保護法における被保護世帯 

（２）宮古島市において就学援助を受給している世帯 

（３）宮古島市において就学援助を受給出来る世帯と同程度の収入の世帯 

（４）児童扶養手当を受給している世帯 

（５）収入の状況や世帯状況等を考慮し、市長が支援が必要と認める世帯 

内 容 

（１）学習支援 

（２）キャリア・教養支援 

（３）生活支援  

（４）その他貧困の連鎖の防止に資すると認められる支援 

窓 口 宮古島市福祉政策課 ＴＥＬ：０９８０－７３－１９８１ 

手続き 
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13 子供の貧困対策関係 

本
人
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保
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各
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 １．生活保護制度とは 

 

 

 

 

 ２．生活保護の種類 

１ 生活扶助 食費、衣類、電気、ガス、水道などの日常の暮らしのための費用 

２ 住宅扶助 家賃、地代など住宅にかかる費用 

３ 教育扶助 学用品、教材費、給食費、学級費などの義務教育の費用 

４ 医療扶助 病気やケガの治療のため、病院にかかる費用 

５ 介護扶助 介護サービスを受けるための費用 

６ 出産扶助 出産するための費用 

７ 生業扶助 高校就学費用、技能技術を身につけるための費用 

８ 葬祭扶助 葬祭の費用 

９ 一時扶助 
被服費、家計什器費、住宅維持費、敷金、移送費 等  （※一定の条件有

り） 

 

 

 

 

 

 

 ３．相談窓口 

名 称 宮古島市福祉部生活福祉課 

場 所 宮古島市役所平良庁舎４階 

連絡先 TEL：０９８０-７３-１９６２   FAX：０９８０－７３－１９６３ 

 

14 生活保護制度 

 生活に困っている人に対して、経済的な援助を行い最低限度の生活を保障しながら、いずれは自分

の力で生活できるよう積極的に自立を助けることを目的としています。 

～留意事項～ 

上記については扶助するにあたり細かい規定がありますので、必ず事前に生活福祉課（福祉事

務所）にご相談下さい。 



 






